
第１条 [　名　称　]

この会は、北九州市子ども会連合会（略称「　北子連　」という）と称し、

事務局を北九州市八幡東区レインボープラザ内に置く。

第２条 [ 組　織 ]

この会は、各区の子ども会育成団体（以下「　区連　」という）および、理事会の

承認を得た指導者団体を持って組織する。（北子連シニア・リーダークラブ）

第３条 [ 目　的 ]

この会は、地域社会における子ども会活動の発展及び子どもたちの健全育成に寄与することを目的とする。

第４条 [ 　事　業　 ]

前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

-1 区連相互の連絡提携、情報交換、交流事業

(２) 子ども会会員の研修および次期指導者の養成研修を行う

(３) 子ども会活動に関する調査・研究・広報・安全思想の高揚

(４) 行政当局および他の育成団体との連携

(５) その他、本会の目的達成に必要な事業

第５条 [　機　関　]

この会に、次の機関を置く。

(１) 理事会

　・理事会は、本会の決議機関で区連選出の理事を持って構成し、必要に応じて会長が招集する。　

　・理事は、各区連および指導者団体より５名を上限として選出することができる。

　・区連会長を含む・理事は必ず各委員会に所属する。

　・各委員会に各区1名以上を選出する。

　・会議は、理事総数の２分の１以上の出席を持って成立し、議事は出席理事の過半数の賛同により　成立する。

(２) 総会

１．　年度当初の理事会を総会とし、理事総数の３分の２以上（委任状を含む）の出席をもって成立し、

　　　過年度経過報告・決算および新年度の予算・運営要綱・事業計画・役員選出・規約改定等を行なう。

２．　議事は出席理事の過半数の賛同により成立する。

３．　総会の議長は、出席理事の中から選出する。

(３) 役員会

役員会は、第６条の（1）をもって構成し、この会の運営に関して必要な事項を協議し理事会に諮る。

(４) 常任理事会

常任理事会は、第６条（1）・（3）の役員及び各委員会の正副委員長で構成し、必要な事項を協議する。

(５) 委員会

理事会に、次の委員会を設置し、事業の円滑なる運営を図るものとする。

[  　研修委員会　事業委員会　ＪＬ養成委員会　 ]

上記の正副委員長は、委員の互選により理事会の承認を得て会長はこれを委嘱する。

① 研修委員会 北子連育成研究協議会の開催及び指導者の研修会並びに

単位子ども会等への助言指導を行う。

会員の安全研修等の企画運営を行う。

② 事業委員会 北子連主催の文化・体育行事など事業全般を企画運営を行う。

③ ＪＬ養成委員会 ジュニア・リーダーの養成を行う。

補足 下記の専門部門を設定する

・安全共済会担当部門 各区　1　名

各区提出書類を精査し北子連事務所に送付する。

　　　（単位子ども会から直接の送付はしない）

・子ども会指導部門

色々な資格認定者を登録し、その資格認定者より各区及び単位子ども会に指導する。

例：KYT指導者認定者（初級指導者・中級指導者）、キャンプ指導者等
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(６) 区連会長会

区連会長会は、各区連の会長を持って構成し、以下の事項を協議する。

① 次期役員の選考をし総会に推薦する。

② 北子連および他団体への顕彰の推薦を審議する。

第６条 [ 　役員等　 ]

１・ この会に、次の役員を置く。

(１) 　会長　１名　副会長　若干名　事務局長　１名　会計　１名

(２) 　理事　若干名　　

(３) 　常任理事　若干名

　・常任理事は区連会長及び各委員会の正副委員長（理事）とする

(４) 　会計監査　２名

(５) 　区連会長　７名

２・ 役員等の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

補欠役員は前任者の残任期間とする。

３・ 本会に理事会の承認を得て顧問を置くことができる。任期は2年とする

第７条 [ 　役員等の任務　 ]

会長は、会務を統轄し、会を代表する。

副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

事務局長は、会の事務を企画・総合調整する。

会計は、会の収支記録・現金預金を管理する。

会計監査は、会の会計を監査し、総会に報告する。

第８条 [ 　役員等の選出　 ]

(１) 会長、副会長、会計監査は、総会において選出する。

　　選出に当たっては選考委員会を構成し、規約第２条の理事の中より候補者を

　　選考し、総会に推薦する。

　　選考委員は、各区連会長とする。

(２) 事務局長、会計は、会長が委嘱し総会において承認を得る。

(３) 理事は、各区連および指導者団体が５名を上限として選出することができる。

第９条 [ 　役員等の解任　 ]

役員等が北子連の理事を辞めた場合、理事会の決議によって、役員等を解任することができる。

　　① 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

　　② 職務上の義務違反その他役員等たるにふさわしくない非行があったとき

第１０条 [ 　顧　問　 ]

この会に、理事会の推薦により、顧問を置くことができる。

顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する。

任期は２年とする。　但し、再任を妨げない。

第１１条 [ 　経費および会計年度　]

この会の経費は、会費および助成金その他を充てる。

会計年度は、４月１日より翌年３月３１日迄とする。

第１２条 [ 　附　則　 ]

(１) この規約の改正は、総会の決議によるものとする。

(２) この規約は、昭和３８年４月１日より実施する。

昭和４６年５月５日　　　一部改定 昭和４８年４月１８日　　一部改正
昭和５１年４月１９日　　一部改正 昭和５４年４月１８日　　一部改正
昭和５６年４月１７日　　一部改正 平成１０年６月４日　　　一部改正
平成１２年４月１８日　　一部改正 平成１５年４月１７日　　一部改正
平成１９年４月１８日　　一部改正 平成２０年４月１８日　　一部改正
平成２２年４月２０日　　一部改正 平成２３年４月１９日　　一部改正
平成２４年９月１９日　　一部改正 平成２７年４月２１日　　一部改正
平成２９年４月１８日　　一部改正 平成３０年４月１７日　　一部改正

平成３１年４月１６日　　一部改正 令和４年４月１９日　　　一部改正 施行する。


